
１　職種

２　職務内容

３　勤務条件等

４　任用期間

５　任用条件等

６　担当課

７　採用予定人数および試験実施日、勤務時間等

月曜日～金曜日のうち

週5日以内

電話:073(461)0322

１名 令和7年2月25日(火)
月曜日～金曜日のうち

週5日以内

住所:〒649-6338

　　　和歌山市府中949-23

県立和歌山盲学校

　(５)　その他（上記に準ずる業務であって必要と認められる業務）

（５）休暇：

　(４)　調理室及びランチルーム内の美化業務

（３）期末勤勉手当：

（１）雇用形態：

特別休暇：忌引休暇（有給）、病気休暇（無給）等

（年次有給休暇及び特別休暇の付与日数は、週当たりの勤務日数、任用期間により異なります。）　

採用予定人員 試験実施日 主な勤務時間(休憩時間)採用予定校

※上記日額については、７時間勤務の場合の報酬額となります。

和歌山県立学校等会計年度任用職員の募集

支払日：翌月第8金融機関営業日

４名 令和7年2月26日(水)

住所:〒640-8272

　　　和歌山市砂山南3-1-73

あり（条件：任用期間6月以上、週当たり勤務時間15時間30分以上）　

非常勤職員（パートタイム会計年度任用職員）

　和歌山県教育庁教育総務局教職員課

　〒640-8585　和歌山市小松原通1-1　　　　TEL　073-441-3752

（４）勤務形態：

年次有給休暇：週当たり5日勤務の場合は20日　

週当たり５日以内、１日当たり７時間以内（休憩時間除く。）で学校長が定める。

　令和７年４月１日から令和８年３月３１日

　※欠員状況、財政状況及び本人の勤務実績等により、公募によらず２回まで再度の任用を行う場合があります。(最長3年間)

　給食員（特別支援学校）

勤務地が和歌山市・橋本市：日額8,288円から9,513円、その他の地域：日額8,008円から9,191円（２）報酬：

　資格：不問

　県立特別支援学校の給食調理等

　(１)　特別支援学校の児童・生徒等の給食調理業務

　(２)　再調理やアレルギー調理が必要な児童・生徒の給食調理業務

勤務日

　(３)　特別支援学校の寄宿舎に寄宿する児童・生徒の給食調理業務

電話:073(424)3276

県立和歌山ろう学校

①6:15～10:45 15:45～18:15

②6:00～11:00 11:45～13:45

③9:15～13:45 15:45～18:15

④8:30～12:30 13:15～16:15

①6:45～12:30 13:15～14:30

②10:45～12:30 13:15～18:30

③7:45～12:15 13:00～15:30

④6:45～11:45 16:30～18:30



電話:073(461)6500

月曜日～金曜日のうち

週5日以内

県立和歌山さくら支援学校

４名

住所:〒640-0112

４名
令和7年2月20日(木)

令和7年2月21日(金)

住所:〒647-0072

　　　新宮市蜂伏13-26

電話:0735(31)6101

県立みくまの支援学校

３名 令和7年2月19日(水)
月曜日～金曜日のうち

週5日以内

住所:〒643-0075

　　　有田郡広川町和田21-3

電話:0737(62)3599

県立たちばな支援学校

２名
令和7年2月19日(水)

令和7年2月20日(木)

月曜日～金曜日のうち

週５日以内

　　　和歌山市冬野227

県立紀北支援学校

住所:〒640-0332

令和7年2月20日(木)

令和7年2月21日(金)

月曜日～金曜日

週5日

３名
令和7年2月20日(木)

令和7年2月21日(金)

電話:073(453)0303

月曜日～金曜日のうち

週5日以内

電話:073(479)1356

　　　和歌山市西庄1148-1

県立紀伊コスモス支援学校

住所:〒649-6339

　　　和歌山市弘西555

３名 令和7年2月25日(火)
月曜日～金曜日のうち

週5日以内　　　橋本市高野口町向島101-3

電話:0736(42)0415

県立きのかわ支援学校

住所:〒649-7206

7：45～11:45  12:30～15:30

(①は給食のある日②は児童生徒の長

期休業期間中)

①7:45～12:45　13:30～15:30

②8:30～12:30　13:15～16:15

7:15～12:15　13:00～15:00

① 7:00～11:45 12:30～14:45

②7:45～11:45 12:30～15:30

8:00～16:15の間で

7時間

給食実施日

①8:00～13:00 13:45～15:45

給食未実施日

②8:30～12:30 13:15～16:15


